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成年後見制度の可能性と課題 

～具体の事例を通して考える～ 

                        日時：平成２７年２月２１日 

                        場所：たちばな職員研修センター３階研修室 

○司会 

 まず最初に本シンポジウムの開催趣旨の説明としまして、主催者を代表いたしまし

て神戸シルバー法律研究会代表幹事 中嶋展也氏より説明をいたします。  

○中嶋展也氏 

 皆さん、きょうはどうもお越しいただきありがとうございます。  

 主催団体を代表しまして、ご挨拶させていただきます。  

 私ども、主催団体については、詳しくは手元の資料をご覧いただければと思います

が、簡単にご紹介しますと、ふだんは弁護士とか司法書士、行政書士、社会福祉士そ

の他各種の専門職が集まって、後見制度など、社会的弱者としての高齢者を取り巻く

環境や制度、それらの問題点について研究しておる団体です。そして、それに基づく

研究成果を年１回、こういうシンポジウムというような形で発表させていただき、皆

さまと共有させていただいているのですが、ことしも同様に、恒例のシンポジウムを

開催させていただくこととなりました。  

 本シンポジウムでは一昨年前から、成年後見制度を中心とした事例であるとか、制

度が抱える問題点などを発表しております。成年後見制度については皆様もご承知の

とおり、すでにできてから１０年以上、かれこれ１５年近くたちますが、皆さまの中

にもおそらく、知っているようで知らない、というような面がまだまだあろうかと思

います。我々も、成年後見制度というものについていろんな問題点がある中で、これ

がきちんと適切に利用されているのか、あるいは機能しているのかということについ

て、日々悩んでいるところではございます。そうしたこともあり、今回はまず全般的

な制度のご紹介をさせていただきます。その後は、パネルディスカッションという形
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で幾つかの具体的な事例を通じて、皆さんと一緒に勉強させていただければいいかな

と思っております。 

 きょうは私もこの挨拶で出番は終わりですので、皆様と一緒に勉強させていただき

たく思っておりますので、どうぞ最後までおつき合いをいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

○司会 

 本日お配りしております資料の確認をさせていただきます。封筒の中身をお出しい

ただきたいと思うんですけども、まず「成年後見制度の可能性と課題」と書かれまし

たこの白色の冊子でございます。次に青色のパンフレット、「成年後見制度の利用を

お考えの方に」と書かれましたパンフレット、それから左側ホッチキス留めされてま

す法テラスの資料であります。それと次、こうべ安心サポートセンターのパンフレッ

ト、次に成年後見支援センターの同じくパンフレットが入っています。その成年後見

支援センターが出しております通信の第一号、それと神戸市介護サービス協会の機関

紙、こちらは市民後見人のことが書かれてます。参考までにお配りをさせていただい

ております。それと最後になりますけども、シンポジウムのアンケート１枚物になり

ます。今回シンポジウム参加されていろいろ感じられたこととかお考えとか書いてい

ただきたいと思います。アンケート用紙は、お帰りの際、受付にお持ちいただくので

はなくて、書いたものを机の上に裏返して、伏せて、置いてお帰りをいただきたいと

思いますのでご協力のほど等々よろしくお願いいたします。  

 そうしましたら、本日の予定なんですけども、こちらのほうの冊子のほうの１ペー

ジ目に書かれてございます。この後、基調説明「成年後見制度の理解」ということで

池田司法書士からご説明をいただいた後にパネルディスカッションをさせていただい

て、一番最後に新たな第三者後見人としての市民後見の情報提供のほうを少しさせて

いただきたいというふうに思っております。  
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 それでは、基調説明のほうのご紹介をさせていただきたいと思いますけども、基調

説明につきましては池田篤信司法書士にお願いをいたします。「成年後見制度の理

解」ということで、これから15分くらい話を聞いていただきたいと思います。  

 それでは、よろしくお願いいたします。  

○池田篤信氏 

 皆さま、本日はどうもご苦労さまです。成年後見センター・リーガルサポート兵庫

支部所属の池田篤信と申します。  

 私の方からは成年後見制度の理解について簡単にお話いたします。  

 そのお話ししたい内容というのは、まず民法の原則で私的自治の原則というものが

あるということ、それからこの原則に対する例外として行為能力制度というものがあ

るということです。この行為能力制度というのは判断能力が不十分である方を守る制

度で、成年後見制度もこの行為能力制度の中に位置づけられます。  

 次に成年後見制度の中に「法定後見」と「任意後見」、この２つがありますので、

この違いをお話させて頂きます。この法定後見と任意後見というのはパラレルな関係

にあるものではなしに、私が考えるには、任意後見の方が原則で、例外であるのが法

定後見ということになります。そして、その原則と例外との間の狭間の問題、それが

一番、成年後見制度での問題となるところですが、それについて若干触れたいと思い

ます。 

 まず後見制度ですけれども、民法の原則の一つに私的自治の原則といいまして「国

家に干渉されず、自分自身の権利義務関係を自分自身の自由な意思で決定できる」と

いう原則があります。 

 自分の思うとおりに家や物を買ったり、お金を貸したり借りたり、あるいはあげた

りもらったりすることができます。しかし、判断能力が不十分な方がそういった行為

をすると、見る見る財産を失ったりあるいは生活が立ち行かなくなったりすることも

あります。そこで民法は上記原則、先ほど申しました「国家に干渉されず、自分自身
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の権利義務関係を自分自身の自由な意思で決定できる」というものの例外として行為

能力制度というものを設けました。すなわち、未成年であるとか高齢であるとか知的

あるいは精神障害があるとかといった理由のため、判断能力が不十分な方の行為を制

限して保護することとしました。そしてこのうち原則二十歳未満の未成年者を保護す

るのが「未成年後見制度」、成人のお年寄りや障害を持った方のうちで後見開始等の

審判を受けた方をサポートするのが「成年後見制度」ということになります。  

 次に成年後見制度の中には、先ほど申しました法定後見と任意後見というものがあ

りまして、その違いについて説明いたします。  

 法定後見でも任意後見でも、次の三つを決める必要があります。  

 まず１番目として、誰を後見人等にするか。後見人等というのは法定後見の場合は

後見人の他に保佐人、補助人というのがありますので、後見人等と言いますがそれら

を含んだ呼び方ということでご理解ください。ということで、まず、本人をサポート

する人を決めます。次に２番目としてその後見人等にどのようなことをしてもらうか。

本人をサポートする内容を決める。それからそのサポートの対価として後見人の報酬

を決める。基本的にはこの３つだと思います。  

 そして、簡単に言うと任意後見ではこの３つを自分自身が決める、本人さん自身が

決めるという制度で、法定後見では裁判所が決めるということになります。  

 初めにお話しました私的自治の原則「国家に干渉されず自分自身の権利義務関係を

自分自身の自由な意思で決定できる」から言えば、任意後見はまさに「私的自治」で

あり、原則である。法定後見はある意味国家干渉であり、例外であると言えます。  

 まずここで原則である任意後見についてお話します。  

 通常、法定後見の方を先に説明して、その後、任意後見を説明するのですが、その

順番でやると原則と例外が反対になってしまいますので、本日は任意後見のほうから

お話します。 

 任意後見というのは、将来に備えた自分自身の、自分自身で決めた後見制度設計で
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あると言えます。家族でもいいですし、その他自分の信頼する人でもいいですし、ま

ず、後見人になってもらう人を自分自身で決めます。 

 次に、その人に何を託すか、すなわち委任する内容を決めます。  

 それからサポートしてもらう対価ですね、後見人に支払う報酬も自分で決めます。  

 これらは公正証書による任意後見契約という形で行われます。この点、公正証書に

より将来のことを決めておくという行為は遺言に似ています。人間の死が必ず避けら

れないものであるのと同様に、判断能力の低下も、老いや病気といったものに限らず、

不慮の事故によりある日突然寝たきりといったことも考えられますので、絶対に来な

いとは限りませんから、よく言われる自己決定権の実現として、またそれなりの財産

をお持ちの方は、親族間の不毛な争いを避けるためにも、人生の将来設計の一環とし

て遺言とか任意後見契約をしておくべきだと思います。  

 次に例外の法定後見ですが、判断能力が衰えてきた状況では本人自身がそのような

自己決定ができなくなりますので、裁判所が決めるということになります。裁判所は

先ほどの３つの課題を決めるわけですけれども、まずお医者さんの医学的な判断とい

うのは重要なところですが、それを基に、本人の残存能力に応じてどのようなサポー

ト内容が必要かということから後見、保佐、補助３つの類型を適切に判断し、次にそ

の類型に応じて誰を後見人等にするかを決めます。  

 それから、裁判所により選任された後見人は、後見事務を遂行し、この後見事務に

対しては報酬が与えられますが、それについても本人ではなしに裁判所が決めるとい

うことになります。すなわち、これら３つを裁判所がすべて決めます。  

 これらの決定に関し、裁判所は後見人等を選任するには本人の心身の状況並びに生

活及び財産の状況、後見人等となる人の職業、経歴並びに本人との利害関係の部分、

本人の意見その他一切の事情を考慮しなければならないとされています。  

 ところで、このような裁判所が後見人等を決定する法定後見の申立てというのは、

条文上は、本人申立てということも可能にはなっておりますが、実際に本人申立てと
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いうのはほとんどありません。  

 大体家族の人が、銀行とか病院、施設等から勧められて、もちろん申立権のある親

族ではないといけませんけれども、その人が自分を後見人にしてほしいとして申立て

をするのが多いです。 

 確かに本人の子どもさんであるとか配偶者とか血縁のある人が後見人になって、本

人の身上監護とか財産管理を行うのは理想だとは思います。ただ、親族間に紛争があ

る場合とか本人に多額の財産がある場合などは親族後見人ではなく専門職後見人が選

ばれることが多いです。 

 仮に親族の方が後見人に選ばれたとしても、その後、親族後見人を監督する後見監

督人というものが選任されたり、もしくは本人の財産のほとんどを信託銀行に預入れ

させて、裁判所の許可がない限り、親族後見人が預金をむやみ勝手に引き出したりで

きないような措置がとられることが、多々あります。法定後見というものがよく使い

にくい制度と言われるのは、このような事情から、後見人になれなかったあるいは監

督人を付されたとか、まるで自分たちが悪いことをするかのような裁判所の判断に親

族の方が不満を持つのかなと思われます。  

 ただ、後見制度というものはあくまでも本人自身の権利擁護の制度でありますので、

本人自身に適切な判断の可能性がない以上、このような措置も妥当かなと思われます。  

 以上ざっとお話しましたように、成年後見制度には原則として本人が元気なうちに

信頼すべき人との契約によりご自身の後見制度設計を行う任意後見と、それから例外

として判断能力がもう既に低下してしまった後に裁判所が後見制度設計を行う法定後

見があるのですが、ご承知のとおり人の判断能力というのは不慮の事故等を除いて瞬

時に低下するということはありません。まさにこの狭間といいますか、法定後見とい

うレベルまで判断能力が低下しているということはないけれども、かといって本人が

真にイニシアチブを持って任意後見契約を締結することができる能力があるか、疑義

が生じる場合というのが多々あります。  
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 任意後見契約における注意点として、任意後見人の候補者になるのは、別に弁護士

でなくてもその他資格者でなくても誰でもなれます。一般の人でもなれます。それは

本人が決めるからという前提があります。中には、任意後見制度の利用について、悪

意を持って近づいてくる人もおります。  

 任意後見契約は、先ほどお話しましたように基本的には３つ、後見人になる人、後

見人に委任すること、後見人に支払う報酬を決める、ある意味簡単な内容になってい

ます。今でも振り込み詐欺とかの被害が顕著であるように、お年寄りというのは、概

して人を無防備に信用しがちで、また身寄りのない方など安易に勧められるまま得体

の知れない人と任意後見契約を結んでしまう可能性があります。  

 任意後見契約は公正証書によることとされておりますけれども、公証人は本人の意

思に間違いがないかどうか確認するだけで、例えばその任意後見人となる候補者を選

んだ理由や経緯、任意後見人に支払う報酬額の妥当性等には一切関与しません。本人

が「うん」と言えばそのとおり任意後見契約にしてしまうという危険な部分がありま

す。 

 この点、先ほど任意後見契約と遺言が似ている部分があると言いましたけれども、

このような判断能力の低下の過渡期にこそ親族とかその他いろんな関わりのある第三

者、宗教関係なんかもよくあるんですけれども、本人に対して自分たちに有利な内容

に、もし既に任意後見契約とか遺言がある場合なんかは任意後見契約を書きかえるよ

うに求めるとか、遺言の書きかえを求めるとかいうような、そういう事態になること

もあります。 

 実際私の事務所でも、任意後見をこの人に頼みたいということで、おばあちゃんが

ある人を連れて来られたのですが、ちょっと詳しいことは言えませんけれども、私は、

「この人は妥当ではないな」と思ったのです。報酬も月８０万あげてくださいと言う

のです。妥当ではないと我々は思うのですけれども、公証人さんの前でも、その内容

で任意後見契約を締結して下さいと言いましたので、公証人さんも渋々なさいました。
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ただその後、本人の親族で、お子さんだったと思うのですけれども、弁護士さんを立

てられて、その契約は無効だということで、結局は取消されたみたいです。  

 遺言についても同じように、遺言の場合は後から作ったものが有効ということにな

りますから、子ども同士で書きかえ合戦といいますか、そういうことをすることがよ

くあります。公証人さんにお聞きしましたら、そういうのは日常茶飯事だということ

を仰っていました。ですから、公証人さんはあくまでも本人の意思を確認するだけで、

その内容の適正については一切関知しません。その点が、裁判所が全てを決める法定

後見とはちょっと違うところになります。 

 最後になりますけれども、こういった本人の判断能力低下の過渡期にこそ本人の周

囲に本人をめぐるさまざまな問題が起こります。  

 ここに来られている方々が、日々接しておられる高齢者、障害者の方々は、ほとん

どの方が元気なうちの任意後見契約によるご自身の後見制度設計をされておらず、か

といってまだ法定後見による保護も行われていない状態にあると思います。  

 高齢者の方、障害のある方に接する我々としては本人の権利擁護のため、特に判断

能力低下の過渡期にある方に対してどのように接して、どのように守ってあげればよ

いかを後のパネルディスカッションを通じて一緒に考えていきたいと思っております。  

 以上になります。 

○司会 

 どうもありがとうございました。  

 基調説明をさせていただきました。  

 これからパネルディスカッションに入らせていただきたいと思います。コーディネ

ーター、パネリストの方は、前のほうにご着席をお願いいたします。 

 それでは、ただいまからパネルディスカッションに入らせていただきます。  

 コーディネーター、シンポジストの皆様方のご紹介をさせていただきます。この資

料の表紙、こちらのほうをごらんいただきたいというふうに思います。 
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 まずコーディネーターでございますけれども、この神戸シルバー法律研究会事務局

長を務められております西野百合子弁護士でございます。  

○西野百合子氏 

 西野です、よろしくお願いいたします。  

○司会 

 そのお隣、シンポジストでございます。幸寺  覚弁護士でございます。  

○幸寺 覚氏 

 幸寺です、よろしくお願いします。  

○司会 

 そのお隣になります。谷口昌良行政書士でございます。  

○谷口昌良氏 

 谷口です、よろしくお願いいたします。  

○司会 

 そのお隣になります。山本勝之社会福祉士でございます。  

○山本勝之氏 

 山本です、よろしくお願いいたします。  

○司会 

 そうしましたらただいまからの資料をご覧いただきたいんですけども、簡単に資料

の構成のご説明をさせていただきたいと思います。  

資料の３ページのほうから事例ということで紹介しています。この事例及びＱ＆Ａ、

質問と回答でございますが、この部分につきましては神戸シルバー法律研究会の会員

より事前にご提供をいただいたものから作成をさせていただいてございます。  

 なお、回答部分につきましては各担当のシンポジストの方々により作成をいただい

ております。それぞれ事例があり、質問があり、それに対する回答というようなこと

で構成をさせていただいてございます。  
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 そうしましたらこの後の進行につきましては、西野コーディネーターのほうでよろ

しくお願いいたします。 

○西野百合子氏 

 では、私のほうからいたします。  

 ３ページ、もう時間が余りありませんのですぐに入っていきたいと思います。  

 この事例というのは先ほど言いましたように、現実にこのシルバー法律研究会の会

員たちが体験して、いろいろ悩んだことをもとにつくられて、一応抽象化は一定して

ありますけれども、こういうことはよくあるというようなお話でつくらせてもらった

ものです。 

 このシンポジウムは毎年恒例ですけれども、教科書的なありきたりの話はしない。

現場で実際に困っていることをベースに、皆さんのお役に立てるように、トラブルを

解決できる方法を考えていこうということでしております。  

 では、早速第一番目の事例ですね。これは成年後見の開始のとき、申立てをどうす

るかということを主に考えていきます。法定後見が多いと思いますけれども、どうい

う形で申立てして成年後見にしていくかという問題ですね。 

 事例です。Ａさんは８０歳の男性で、１人で神戸市の賃貸マンションで年金暮らし

をしています。結婚歴はなくて、北海道に親戚としては姪っ子の方がいらっしゃいま

すけれども日ごろから余りつき合いはないと。最近認知症が出始めて、近所の甲さん

が頻繁にＡさん宅に出入りしてＡさんからお小遣いと称して金銭を受領していると。

Ａさん宅を訪問しているヘルパーのＣさんはそのことに気がついて、Ａさんにそれと

なく注意するけれども一向に聞こうとしません。預金はそれなりにあるけれど、Ａさ

んがどんどん小遣いをあげていくと老後の蓄えがなくなってしまわないかが心配です。

その後しばらくしてＡさんは家賃を滞納し始めた。大家さんから、もうこれ以上滞納

するのなら出ていってくれということを言われている。  

 こういう困った事態になってきたということで、どうしようという話ですね。Ａさ
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んがお金をほかの人に渡さないようにすれば、年金で十分生活できるということなん

ですよね。 

 まず、そういうお金をとりにくる甲さんを、Ａさん宅に出入りさせないようにする

ということは可能かと、これを社会福祉士の山本さんにお聞きしましょう。  

○山本勝之氏 

 こちら事例にもありますように、そういうヘルパーさんがよく気がつかれておられ

る方も中にはいらっしゃると思うのですが、ここでヘルパーのＣさん、近所の甲さん

の出入りを禁止するというのはちょっと、お願いはできても強制力もございませんの

でＣさんが止めるのはちょっと難しいのではないかなと思います。  

 結局はこのＡさん自身が来ないでと近所の甲さんにお願いしない限りは、やはり出

入りは続くのかなと思います。  

○西野百合子氏 

 そうしますと、Ａさんがお金を手元に持っていなければ渡せないわけですから、Ａ

さんの手元の現金をなくすっていうことは可能でしょうか、山本さん。  

○山本勝之氏 

 そうですね、Ｃさん自身がＡさんの手元にある現金を預金し、預金に入れにいくっ

ていうのはちょっと無理かなと思います。ただ、Ａさんと一緒に行ったり、Ａさんの

同意を得て手元にある預金を預金口座のほうに入れにいくと、Ａさんと一緒に入れに

いくということができればいいのですけれども、Ａさん自身がやっぱり日ごろ訪ねて

きてくださる甲さんにお金を渡したいという思いがあればちょっとできにくいかなと

思います。 

○西野百合子氏 

 そうしたら、Ａさんが誰か信頼できる別の第三者の人にお金の管理をお願いすると。

Ａさんがそうしようという気になるとしてですけれども、そういう方法はあるんでし

ょうか、山本さん。 
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○山本勝之氏 

 Ａさんの認知症がどれぐらい進んでおられるのかっていう程度にもよるのですけれ

ども、Ａさんに契約する能力があったり制度をちょっと利用してお金を管理してほし

いとおっしゃられるのであれば、きょうの資料の中にあります「こうべ安心サポート

センター」というパンフレットがあると思うのですけれども、皆さんございますか？

「こうべ安心サポートセンター」というちょっとかわいいパンフレットがあるのです

が、ここの３ページのほうに神戸市社会福祉協議会さんがされておられる「福祉サー

ビス利用援助事業」というのが書いてあります。ここにお集まりの皆さんもよくご存

じのサービスかもしれませんが、こういったサービスを利用して日常的な金銭管理を

していただくことができると思います。  

○西野百合子氏 

 認知症の程度が余り重くなければ、こういうことを自分でお願いする手段があると

いう話ですね。 

 そうしますと、認知症の程度が進んでしまったらこの「福祉サービス援助事業」と

いうのは使えないわけですけれども、その場合はどうしたらいいんでしょうか、山本

さん。 

○山本勝之氏 

 先ほど、司法書士池田先生からご説明がありましたような後見人とか保佐人の制度

を使って財産管理をしていただくというのが一番いいのかなと思います。  

○西野百合子氏 

 では、次の質問ですね。 

 成年後見の申立てのやり方の話に入っていきますけれども、まず法テラスというの

を利用できるということを聞いたんですけれども、法テラスを利用して法律相談をし

たり、成年後見の申立てをすることができるのは誰かという話から行きましょうね。 

 申立て権者、先ほど池田先生のご説明によれば４親等内の親族ということでしたけ
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れども、Ａさんご本人が申立てをするというのは可能なんでしょうか、幸寺さん。  

○幸寺 覚氏 

 法テラスという言葉が出ましたので、余り皆さんご存じじゃないかもわかりません。

法テラスを簡単にちょっと説明をさせていただきますと、法テラスというのは正式名

称は「日本司法支援センター」といいます。添付しております資料に法テラスの一部

の事業の紹介があるんですが、この赤い資料ですね。これが法テラスの中の今回関係

のする事業のことが説明をしてあります。  

 法テラスというのは５つぐらい事業がありまして、その中の重要な事業として、き

ょうお話をします「民事法律扶助」という仕事をやってるわけです。それが５ページ

に説明がありますが、「民事法律扶助」というのはどういうものかといいますと、そ

こに書いてますように無料で法律相談をする、それから代理援助といいまして、裁判

とか調停とかそういう法的手続等に入ったときに弁護士とか司法書士の費用を立て替

えるというそういう制度です。それから最後に書類作成援助というのは、裁判所に出

す書類の作成を援助する制度です。国からお金が出ている団体でありまして、ただ趣

旨は経済的に余裕のない方に支援をするという制度ですので、あとでも出てきますが

資力要件といいまして、生活的にお困りだという要件が必要になってきます。ですか

ら手取り額幾らぐらいの収入以下でないとだめだとか、これ以下が財産だというよう

な要件が援助を受けようと思えば必要になってきます。法テラスというのは簡単に言

うとこういう団体です。 

 この問題に戻りまして、まずＡさん自身が申立てができるかということですけれど

も、認知症になられておられますが申立てをする能力があればできるというのは一応

建前です。 

 ただ先ほどもお話がありましたが、Ａさん自身が多少そういう能力が残っておって

もご自分で書類を作成して申立てするというのは事実上難しいだろうということで、

本件の場合はヘルパーさんが何らかのお手伝いをされるというのが普通なんだろうな
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というふうに思います。ヘルパーさんがご本人に能力が多少でも残っておられれば役

所の無料相談に行ったり、知り合いの弁護士さんがおられるのであればその方にご相

談をされたりをされるだろうなと思いますが、先ほど申し上げました法テラスという

ところを利用して、無料で法律相談をできるということも可能だということをちょっ

と知っておいていただきたいと思います。  

 ただその法テラスというのは、利用するのにいわゆる契約を締結しますので、その

能力がないと利用できないという制限がありまして、本件のＡさんが認知症でもうほ

とんど能力がなければ直接利用するというのはなかなか難しい、あとで詳しく説明し

ますが、身体障害者手帳とか診断書があればヘルパーさんがかわってできるというと

ころでできる可能性は十分残っておるんですけども、Ａさん自身に能力がほとんどな

ければ本人が申立てするのは難しいということになります。もう少し能力がある保佐

人とか補助とかいう形で能力が残っておられる方は利用できるということになります。  

 先ほど申し上げましたように、そういう法律相談を無料で受けようと思えばちょっ

と下に書いてますけども資力要件といいまして、手取り額２０万２００円以下、これ

は大都市圏の要件で、神戸は大都市圏ですので手取り額が約２０万以下でないといけ

ませんし、現預金が１８０万を超えておる人もちょっと無理だというような要件があ

ります。その要件を満たせば無料で法律相談を受けていただくことができるというこ

とになります。 

 次に、法律相談を受けられて後見の申立て等が必要だということになりまして、や

はり自分では申立てできないということで、次に弁護士を選任する手続に入ろうとい

うことになり、法テラスのほうに弁護士の選任をしてほしいと、成年後見申立てをし

たいということで審査を申し入れます。法テラスのほうで審査をしまして、扶助決定

を経て弁護士を選任してくれる。その弁護士に委任をして成年後見の申立てをする。

そういう手続で法テラスを利用して、成年後見を申立てていただくんですが、そのと

きの費用、裁判所に申立てる印紙代とか切手代とか、それから一番大きな費用といっ
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たら弁護士費用があるわけですが、それを法テラスのほうで立て替えてくれます。原

則立て替えですので、償還、返してもらわないといけませんけれども、生活保護受給

者である場合とかそれに準ずる場合は最終的にその費用も払わなくてもいいと、いわ

ゆる免除という制度もあるということでございます。  

 ちょっと長くなりましたが、そういう申立てが法テラスを利用してできるというこ

とでございます。 

○西野百合子氏 

 ありがとうございます。  

 弁護士費用を立て替えしてもらうことにどんな意味があるかということなんですけ

れども、ご存じかもしれませんけれども、普通、弁護士さんに仕事を頼みに行けば最

初にお金を払ってくださいと言われるわけですね、着手金を払ってくださいと。お金

持って来なかったら全然仕事が始まらないわけですよね。ですので、このことを、最

初に貯金をしてから相談に行くというのではもう間に合わないという場合に、法テラ

スで支援を受けてその費用を立て替えてもらって、その後で法テラスに返せばいいと

こういうことになるわけです。  

 次ですけれども、申立てをできる人は誰かというお話でしたが、Ａさん自身にはち

ょっと無理ということでしたら、代わってやってくれる人が居るかなというお話で、

まず親戚の人ですね、姪御さんのＢさんが申立てをするのは可能かということになり

ます。 

 幸寺さん、お願いします。  

○幸寺 覚氏 

 姪っ子のＢさんがいるんですね、連絡がとれて協力してくれるということであれば

Ｂさんは４親等内の親族ということになりますから、申立て権者ということになって

Ｂさんが申立てをすることができます。Ｂさんに資力がなくなって、申立ての費用と

か弁護士に頼むにしても費用がないということであれば、先ほど申し上げたような資
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力要件等を満たせばＢさんが法テラスに申立てをしていただいて、法テラスを利用し

て成年後見の申立てをする。まずこの前提として法律相談をするということが可能に

なります。 

○西野百合子氏 

 ですが、Ｂさんが協力してくれないときはどうしたらいいかということで、ヘルパ

ーのＣさんという人は申立てできるのでしょうか、幸寺さん。 

○幸寺 覚氏 

 ヘルパーのＣさん自身は申立て権者じゃありませんので、申立てできません。ただ

ほかに頼る人もいなくてＣさんが何とかしたいという話に多分なるんだろうと思うん

ですが、ヘルパーのＣさんが例えば法テラスを利用しようと思うと、Ｃさんの相談と

いうことになっちゃうとＣさんの資力要件となりますし、ヘルパーさんの資力要件っ

て何か奇妙な話になっちゃいまして、実際はそれで条件を満たすからオーケーでしょ

というのはなかなかないと思うので、Ｃさんが直接法テラスを、Ｃさんの話として持

ち込むというのは無理だということになります。ただ先ほど少し申し上げましたが、

法律相談のレベルでは少し要件を緩和しておりまして、そこに書いてありますように

本人の身体障害者手帳とか診断書の写しを提出していただければヘルパーさんのＣさ

んとか民生委員の方とか、ほかに福祉職の社会的支援を含む第三者の方が本人にかわ

って法テラスを利用して相談はできます。相談までは何とか聞いてあげるということ

になります。ただ申立て権者ではありませんので、Ｃさんが次に申立てしようとして

も、申立てができるというわけではありません。  

 ですからこういう事案って難しいんですが、姪っ子のＢさんも協力してくれないと、

ヘルパーのＣさんだけが頑張ってるというような事案も結構ありまして、申立て権者

が居ないというような問題があります。そういう場合は非常に困ったわけですけども、

その場合唯一残ってる手段としては、そこにちょっと書いてますが市長申立てという

のがあります。神戸市でも審査はもちろんあり、事案としても大分限定されますけど
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も、市長が申立てざるを得ないというか申立てをしないといけないような事案に限っ

て、市長申立てということができることになっておりまして、実際申立ての事案もご

ざいます。 

 以上です。 

○西野百合子氏 

 どうもありがとうございました。  

 市長申立ては限られるというのがありますけれども、これは区のほうのあんしんす

こやか係にご相談いただいて、最終的にできるかどうかというお話になると思います。

きょうはそこまで踏み込みませんので、そのほかのご質問をしていきますね。  

 現場からの質問ですけれども、現場でどういう悩みがあるかということで山本さん

からご紹介ください。 

○山本勝之氏 

 ここからもう少し踏み込みまして、よく皆さんからお寄せいただく質問、ここをち

ょっと取り上げてお話させていただきたいんですが、まず私からの質問なんですけれ

ども、法テラスに相談に出向いてから成年後見がうまく決まるまでに、ちょっと時間

がかかりそうだと思うんですね。３カ月から６カ月ぐらいかかるというのも私はお伺

いをしてるのですけども、その期間であるとかどんな手続がこの間なされるとか、幸

寺さんのほうからお話いただければと思います。 

○幸寺 覚氏 

 相談から選任までの流れの時間ということでちょっとそこに書いてございますけれ

ども、まず法テラスの相談を受けていただくことになり、通常であればそんなにお待

ちいただくこともないですが、ここにはちょっと書いてませんけども長くても２週間、

短ければ数日後に予約を入れていただいて、法テラスの相談場所で相談をまず受けて

いただく。その中で、これはもう法定後見の申立てが必要ですよというアドバイスを

受けましたら、先ほど申し上げましたように法テラスを利用するということで申し込
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みをする。その申し込みをしたら審査ということで、法テラスの中に幾つか部会があ

りまして、その中でこの事案を法テラスとして援助するかどうかということの審査を

いたします。それに約１カ月と書いてございまして、うまく部会の開催等がすぐにあ

って審査ができればもう少し早いんですが、大体１カ月ぐらいを考えていただけたら

よいと思います。審査でいわゆる法テラスの援助決定と言うんですが、法テラスをこ

の方に利用していただこうということを決定いたしまして、そこから弁護士の選任と

いう手続に入ります。法テラスで弁護士を探すのに１カ月もかからんでしょうけども、

ここで決定から選任まで１カ月と書いてますが、弁護士を法テラスのほうで探しまし

てその方にこういう方が弁護士に決まりました、ということで通知をします。そのと

きに右側に書いてますが、着手金等の費用というのを決定します。本件では大体約１

２万円ぐらいかかるんじゃないかということで１２万円の立て替え、法テラスが立て

替えて弁護士に先にお金を払いますということになります。  

 この１２万という金額はどこから出てきてるかといいますと、先ほど見ていただい

た法テラスの資料の一番最後の民事扶助代理援助料金表というのがあるんですが、大

体料金が決まっております。これは一般的な話ですが、通常弁護士に頼まれるよりも

少し安くなってるのが普通です。そこの成年後見の申立てについては、その２つ目に

成年後見等申立審判事件についてはと書いてますね。立て替え金８万４，８００円か

ら１２万８，０００円、消費税を除くと、８万から１２万という範囲が決まっており

まして、その申立ての事案とかによって難しいとか簡単であるとかいうことでその幅

で金額を決めます。標準額は大体１０万円ということで１０万円プラス消費税で決め

ることが多いということです。まず１０万円必要で、ここには書いてないんですが、

もろもろの費用、郵便代とか印紙代とかほかかかりますので１０万円以外に約２万円

の費用を決定するということになっておりまして、合計すると１０万と２万で１２万

ということで１２万の立て替えと書いてます。厳密に言うと１２万に消費税がかかり

ますのでもうちょっと高くなりますが、消費税抜きの費用としては一般的に１２万ぐ
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らいかかるので、１２万立て替えを決定するということが多いということで１２万と

いうふうに書いています。 

 次に、そこで弁護士が決まって立て替えの費用も決まって実際に担当の弁護士と打

ち合わせをされる、そこから弁護士の申立ての書類作成が始まるわけですが、それに

約２カ月かかります。もちろん早く終われば１カ月で申立てができる場合もあります

し、そこは少し幅があると思いますが約２カ月で申立てをしていただく。そのときに

は実費の数千円と書きましたが、これは法テラスのほうで費用の立て替えがある場合

は特に実費の費用も新たに要らないということになります。  

 申立てをしまして裁判所に書類を出します。裁判所に書類を出してから裁判所がこ

の人に後見人を選びますと、後見人はこの人ですということで選任されるまでどれぐ

らいかかるかというのがそこに書いてある約２週間から３カ月と、かなり幅がありま

す。それはどうしてかといいますと、診断書の内容が細かくちゃんと書いてあって、

しかも類型がはっきりしておって親族の同意書がそろってるとかいうことでほとんど

審査に時間がかからないという場合は早く結果が出ますし、そういう手続で親族に一

つ一つ意見を聞いたり、またそこから鑑定をやり直さないといけないとか、また鑑定

を初めてやるとかいうことで時間がかかれば３カ月ぐらいかかることもあるというこ

とで、おおよそそこに書きましたような時間がかかるので、やっぱり全体で半年ぐら

いはかかるかなというのが一般的な考え方です。  

 以上です。 

○山本勝之氏 

 ありがとうございました。  

 そうしましたら、ちょっと時間が半年ぐらいかかるということなので早目にご相談

に法テラスを訪ねるというのがポイントになるようですね。  

 次にＱ２というところでいろいろな実費、弁護士費用は、これは法テラスというの

は公的な法人であって、あくまでも原則立て替えて後で返すということですけれども、
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もう一度法テラスの最終的な立て替え金額の総額と、月々どれぐらいずつ返せばいい

のかというのを幸寺さんからちょっと教えていただけますでしょうか。  

○幸寺 覚氏 

 総額１２万、消費税ここに入れてませんが消費税なしの１２万で、鑑定があるとま

た鑑定費用がかかりますのでまた何万円とか費用がかかってきます。原則１万円の返

済をお願いしてるのが現状です。  

○山本勝之氏 

 ありがとうございます。  

 そしたら１２万とか鑑定があればその費用がさらにちょっと上乗せ、消費税も必要

ということですね。 

 あとここにちょっと書いてありますけど、月１万円を捻出するのが難しい方もたく

さんいらっしゃると思うんですが、この方月１万円も返せないという場合は幸寺先生

どうさせてもらったらいいんでしょうか。  

○幸寺 覚氏 

 １万円が無理であれば５，０００円も可能になってきます、商売してるみたいです

けど。そもそもお金に困っておられる方が対象ですので１万円というのは難しいとい

う方も確かにおられますので、そういう方はご相談いただければ５，０００円にさせ

ていただいてるのが実情です。  

○山本勝之氏 

 そうしましたら、ちょっとご相談させていただいて返せる範囲で返すというような

イメージでよろしいですね。  

○幸寺 覚氏 

 はい。 

○山本勝之氏 

 ありがとうございます。  
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○西野百合子氏 

 ありがとうございました。  

 そうしたら、こういう手続を経て成年後見人が選任されたということになりました

場合に、成年後見人は先ほど説明ありましたけれども、専門職の人などに後見をお願

いすれば当然報酬をお支払いせんとあかんわけですね。この報酬金というのは法テラ

スで負担をしてもらえるものなんでしょうかね、幸寺さん。  

○幸寺 覚氏 

 一番悩むところが報酬ですよね、報酬が出ない事案とかも結構あって、何とか報酬

をどこかがみてくれないかというので多分悩んでおられる方が多いと思いますが、残

念ながら法テラスで報酬を立て替えてるっていう制度にはなってないです。だから報

酬はここに書いてますように、あくまで本人負担になります。この場合であればＡさ

んの負担になるというのが原則です。法テラスで立て替えてくれるのは先ほどからご

説明してますように、申立ての切手代とか印紙代、それから鑑定があれば鑑定費用と

か弁護士費用ということで、それの立て替えだということになりまして、報酬の立て

替えまでの制度はありません。 

 本事案では、今から申し上げるような制度はちょっと利用できないんですけども、

一部要件を満たせば神戸市のほうで成年後見制度の利用支援事業というのがありまし

て、報酬を援助してくれるという制度もあります。ただ、非常に厳格な要件がありま

してなかなかその要件を満たすのは難しいかもしれませんが、お困りの人はそういう

報酬を援助してくれる制度も利用できます。実際私もその制度から支払っていただい

たことがございます。 

 以上です。 

○西野百合子氏 

 ありがとうございます。  

 後見人さんの報酬というのは、原則的にそのご本人さんの財産の中から払っていか
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なくてはいけないっていう、これが法律の要件になっておりますので、なかなかそれ

をどこかでいじるというのは難しいということですね。  

 そしたら次の質問に参ります。  

 Ａさんは施設に入所することになりましたと。家主との間で明け渡しに伴う原状回

復義務の範囲とか家賃滞納でトラブルがあるということなんですね。これをきちっと

しないと施設に行ってもいろいろ言われることになってしまうと。ヘルパーさん、Ｃ

さんはこの問題を一体誰に相談すればいいかと、またその費用は法テラスで負担して

くれるのかとこういったＡさんにまつわるトラブルをどこに相談すればいいかという

話ですね。 

 幸寺さん、お願いします。 

○幸寺 覚氏 

 Ａさんに成年後見人として例えば弁護士とかそういう専門職が就任した場合は、通

常その専門職が今のこの家主さんとのトラブルとかいう問題については、Ａさんの法

定代理人ということになりますので家主と交渉してくれたり、場合によっては訴訟さ

れたらその訴訟を法定代理人として訴訟手続をやってくれるのが原則でしょう。私も

後見人で実際訴訟をやったケースがいっぱいありますが、そのために弁護士である私

を選任したという家裁の意図もありますので、そこまでは後見人としてやらないとい

けないなと思ってやってる事案もありますので、基本的には専門職がつけばそうなり

ます。実費はＡさんの負担になります。訴訟をやった場合、後見人の報酬決定ときに

は裁判所も考えてくれますけども、訴訟分ということで明確に費用これだけですとい

うふうな報酬決定は通常はなされません。 

 成年後見人として、専門職以外の親族の方とかそれから市民後見人の方がついた場

合、この場合に家主さんとのトラブルを一般の親族がしなさいとか、市民後見人の人

がしなさいというのはちょっと酷ですから、そういう場合は成年後見人がＡさんの代

理をして弁護士に相談をしたり、Ａさんの代わりとしてＡさんのために弁護士の選任
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をして示談交渉したり、また訴訟になったら訴訟をその弁護士に頼むということで、

一般の方がおつきになって訴訟等になれば先ほど申し上げたような法テラスを成年後

見人の方が利用いただけます。成年後見人の方はあくまで代理ですから、厳密にはそ

れは成年後見人の方の利用じゃなくてＡさん本人の利用ということになります。だか

らＡさんのために成年後見人になった方が法テラスへ行って、こういうトラブルにな

って訴訟になってるので弁護士選任してほしいということをおっしゃっていただけれ

ば、同じように先ほどの審査をしてもらって弁護士がつくということになります。実

際私も法テラスのほうで仕事をしてまして、市民後見人の方が法テラスを利用されて

弁護士を選任されてそういうトラブルを解決されてるという事案も見ておりますので、

そういう形で利用していただくということができます。もちろん資力要件はその場合

はＡさんの事件というかＡさんの依頼として法テラスのほうは考えますので、Ａさん

の資力によって、Ａさんがたくさん財産をお持ちであればちょっと難しいんですが、

資力要件を満たせば今言ったような形で弁護士費用等を立て替えてもらうという制度

を利用できるということになります。  

○西野百合子氏 

 ありがとうございました。  

 現場からよく出る質問ということでお聞きしましょう。  

 日ごろＡさんのお世話をしているのはヘルパーのＣさんですから、Ｃさんがこうい

ったトラブルを耳にしたときには具体的にＣさんはどうすればいいのかということで

すね。 

 山本さん、お願いします。  

○山本勝之氏 

 このようにヘルパーさんが日々出入りされておられたり、中にはきょうお集まりの

中にケアマネさんとかいらっしゃると思うのですが、この周囲の専門職の皆さんが気

づかれるというのは大変必要なことだと思います。  
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 ただ今回、ヘルパーさんが個人として動かれるというのではなくて事業所、組織で

やっぱり対応していただくというのがいいように思います。例えば職場のサービス提

供責任者とか障害分野であればサービス提供管理者、サビ管になりますかねそちらの

方やケアマネジャーさんにやはり相談をいただいて、相談を受けた組織についてはや

はり地域包括支援センターさんとかそういうところへ相談をしながら、さまざまなＡ

さんの情報をまず集約していただいたり、状況を把握していただいて今後の支援策な

どを相談して対応していただけたほうがよいと思います。  

○西野百合子氏 

 １人で抱え込まないようにということでお願いしたいと思います。  

 そうしましたら次の事例に入っていきます。 

 次の事例は意思能力があるうちから後見契約をしようということで、先ほどもお話

がありました任意後見のことを考えていこうと思います。  

 事例です。子どものいないＡさんは３年前に夫を病気で亡くして現在はひとり暮ら

しと、親族とは疎遠で今は元気だけれども将来のことを考えると不安に感じています。  

 成年後見制度のセミナーを聞いて、元気な今のうちに将来に備えて自分のことを安

心して任せられる人を見つけておきたいということを思いました。  

 しかし、親族の中には自分のことを任せられる人はいないということで、行政書士

などの専門職の人たちと見守りの契約、任意後見の契約を締結するということになっ

たわけです。 

 ここでちょっと言葉が出ました「見守り契約」と、これは一体どういうことをする

ものなんでしょうか、谷口さん。  

○谷口昌良氏 

 見守り契約のお話をする前に、もう少し任意後見契約についお話させていただきた

いと思います。 

 冒頭で池田先生から任意後見の説明があって、月額報酬８０万円で契約しましょう
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かというようなぞっとするお話がありましたが、基本的には法定後見というのは、ご

本人の判断能力が不十分になってから利用する制度になっておりまして、一方、任意

後見というのは、本当に元気な間、今我々も含めて皆さんもお元気だと思うんですが、

お元気な間に、将来判断能力が不十分になった時のために備えて、予め後見人を決め

ておくという制度なんですね。ですので、先ほどのトラブル事例などは、ご本人が本

当に元気で判断ができる状況なのか疑わしい段階で任意後見契約を利用することによ

って、そういったトラブルが起こっているということだと思います。制度自体は国が

つくっていますので、任意後見自体が悪い制度であれば当然そういったものを国がつ

くってはいけないわけですし、利用の仕方というところで法定後見と任意後見は違う

んだということをこの中ではお話をしていきたいと思います。  

 今ご質問がありました何のために見守り契約をするのかということですが、手続き

的には、任意後見契約とは別に見守り契約という契約を公正証書によって結ぶという

ことになります。この冊子（配布資料：シンポジウム配布資料としてホームページに

別途掲載）の１８ページを見ていただきたいのですが、１８ページの下の段の２番に、

見守り契約について書いてありまして、括弧して任意後見契約と併用と書いてありま

す。これを読ませて頂きますと、「支援する人が本人と定期的に面談や連絡を行い、

本人の生活及び健康状態を把握して、任意後見の開始時期を相談したり、判断しても

らう契約です。任意後見が始まるとこの契約というのは終了します」。どういうこと

かといいますと、ご本人が元気な間に、自分が将来、判断能力が不十分になったら後

見人になってくださいねっていう将来の約束をするということです。ですので、任意

後見契約を結んだ時点では、当然ご本人はお元気ですから、普段どおりに生活してい

るわけですね。 

 ただ、この事例の場合は、身寄りがない方の事例なので、「将来、判断能力が不十

分になったら言ってくださいね」と私がその方にお願いをしていても、その方の日常

がわかっていなければ、行為能力や判断能力が低下していく過程を知ることができま
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せん。ですので、見守り契約というのは、任意後見に移行するタイミングを計るため

に行う必要があるということです。  

 もう一度９ページに戻っていただきます。見守り契約の中身についてですが、これ

はご本人の意思で決めていくことができますので、例えば「毎月しょっちゅう来てく

れんでもエエねんけど」と思えば、季節ごとに来てもらうであったり、「用事がある

時にこちらから連絡するわ」ということであれば、訪問をなしにすることも自由に決

めることができます。とにかくこの任意後見というのは、ご本人さんが思ったとおり

に決められるということです。ご本人の判断能力が不十分な状態で、任意後見契約を

しようとすると、当然さっきのような悪い人が出てきて「月額報酬８０万円で契約し

ておきましょうか」となるわけです。任意後見の場合、契約行為なので、当然悪い人

が寄ってきて契約をするというリスクはありますが、かと言って、契約も何もしなか

ったら安全なのかと言うと、周りにサポートする方がいなければ、判断能力が落ちて

きていることを誰も知るすべがないという状況なので、当然トラブルに巻き込まれる

危険性はあるわけです。今日は福祉関係者の方が多いとお聞きしています。皆さんの

ような方であったり、民生委員の方が、高齢者の状況を見守っていく中で、「将来が

不安やわ」とか「お金の管理が不安やわ」というようなことを、ぽろっと口に出され

たときに、こういう制度があるということを覚えておいていただきたいと思います。  

 この事例は、有料老人ホームに入所されている元気な方が、たまたま本当に何の気

なしに時間あったからということでセミナーを聞きに来たようなのですが、自分が将

来このまま１人で老いていき、亡くなっていくと考えると、いろいろ不安だな、自分

のことを任せられる人いないかなという風に思っていたところに、そういう話を聞い

たので、じゃあ自分の意思で決めるんだったら今だ！と思い、任意後見契約を利用し

たという事例でした。ですので、何のために見守り契約をするかという質問について

は、この事例の場合には、任意後見を利用するタイミングを計るためには、ご本人さ

んの状態を常に把握しておく必要があって、それには定期的な訪問や連絡が必要にな
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ってくるので、見守り契約を行ったということになります。そして、しかるべきタイ

ミングがきた時には、任意後見契約を発効して、後見人として実際にその方をサポー

トしていくことになります。  

○山本勝之氏 

 ちょっと谷口さんにお伺いしたいのですけれども、この見守り契約、任意後見契約

と併用するというのがあるのですが、これは例えば地域の方とか医療福祉のきょうの

皆さんのような関係者の方がかかわっていた場合、必ずこの任意後見契約と併用して

契約をしていく必要があるのでしょうか。 

○谷口昌良氏 

 先ほども言いましたとおり、この事例の場合は、たまたま独り身の方だったので、

見守り契約を締結しましたが、周りにご家族や皆さんのような福祉関係者の方や民生

委員さんなどがいる場合には、必ずしも見守り契約は必要ではなく、任意後見契約だ

けを結んでおいて、日常の見守りについては、ご家族や関係者の方にしてもらうとい

うことも可能です。この場合の見守りというのは、特別なことではなく、日常生活の

中で、ご本人の状態を気にかけてあげるということです。  

○山本勝之氏 

 そうしましたらあれですね、その方の周りにどういう人間関係があるとか家族さん

との関係性によって要る、要らないがあるので、そのときはちょっと相談のときにし

っかり必要かどうかを見きわめていったほうがいいということですね。  

○谷口昌良氏 

 はい、そうですね。 

○山本勝之氏 

 わかりました。 

○西野百合子氏 

 次の質問です。 



－28－ 

 この任意後見契約を元気なうちに契約は締結したと。じゃあ、実際に発動して後見

をやってもらうためにはどのような手続が必要になりますか、谷口さん。  

○谷口昌良氏 

 家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立を行います。  

 ここで「任意後見監督人」という言葉が出てきましたが、任意後見契約の場合は、

ご本人がお元気な間に、自らの意思で「将来、判断能力が不十分になった時は、あん

たに任せた」という契約なので、法定後見のように裁判所が後見人を決めるというこ

とは無いかわりに、ご本人が自らの意思で選んだ後見人を監督する立場の任意後見監

督人の選任を裁判所に申立てる必要があります。選任には、通常２～３ヵ月程度かか

ると言われており、任意後見監督人が選任された時点から、任意後見契約は効力が発

生することになります。 

 あと余談にはなりますが、例えば行政書士会では、コスモス成年後見サポートセン

ターという団体があり、任意後見で、コスモスに所属している行政書士が後見人にな

っている場合であれば、裁判所が選任した任意後見監督人だけではなく、コスモスも

後見人を監督するので、二重チェックになり、ご本人の意思をより尊重できる環境を

作っています。弁護士や司法書士など、他の士業でもそういった団体がありますので、

ご参考までに知っておいて頂ければと思います。  

○西野百合子氏 

 どうもありがとうございました。  

 任意後見契約をしている人に、これから後見人になってくれというふうに言ってい

る人に「もう後見をしてほしいことになったんですよ」というご連絡をしたら、その

方が家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てっていう手続をしてくださるんですよね。 

○谷口昌良氏 

 はい。 

○西野百合子氏 
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 そういうことですね。それで後見監督人が選任されたらば、そのときから任意後見

がスタートするとそういう流れになりますね。  

 次は現場からの質問をしていきましょう。  

○山本勝之氏 

 それでは９ページ（当日配布資料）のほうをごらんいただきましてＱ１ですが、担

当している高齢者の方が、最近認知症がちょっと進んで、ヘルパーさんにお金を渡し

て買い物をしてもらってたのですけども、渡すお金もだんだん少なくなってきたりち

ょっと準備ができてないということがあるということです。  

 以前、ご本人さんから実は任意後見契約を結んでいて任せる人が誰かも決まってい

るから安心なのよって聞いたことがヘルパーさんはあるということなのですけれども、

その任意後見契約が先ほど谷口さんのお話ありましたように発効される、スタートし

てる、家庭裁判所にお願いをして任意後見監督人をつけてるとかっていうことがどう

なってるのか。それから誰がこの任意後見人になってるのかっていうのを、ちょっと

確認するのはどうしたらいいのでしょうかね。 

 谷口さん、よろしくお願いします。 

○谷口昌良氏 

 回答にも書かせて頂いているとおり、任意後見契約を公証役場で結ぶと、公証人が

その契約内容について、法務局に登記を行います。登記事項には、いつどこで誰と任

意後見契約を結んだのかが記載されていますので、法務局でその登記事項証明書をく

ださいと言えば発行してもらうことができます。ただ、本人のプライバシー保護の問

題もあって、請求できる人が限られています。ご本人がもし請求可能であれば本人、

そして任意後見人、括弧して後見受任者と書いてあるのは、任意後見契約が発効され

る前の任意後見人予定者の呼び名になります。発効をしたら任意後見人と表記が新た

に変わります。あとは任意後見人を監督する任意後見監督人、そしてご本人の配偶者

及び４親等内の親族。この「配偶者及び４親等内の親族」という言葉は、先ほど法定
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後見のところでも出てきたと思うのですが、この成年後見制度の中では、よく出てく

るフレーズですので、予備知識として知っておいていただければ良いかなと思います。

今回のようなケースでは、質問内容の中で、ヘルパーさんが、本人から任意後見契約

を結んでいることを聞いていたということですので、このヘルパーさんが、自分の仕

事とは関係ないと思わずに、後見人さんとの関係性も築かれておくことが大事かと思

います。 

 福祉の現場では、医療と介護というのは、密接に連携されていると思うのですが、

どうしても、このような人権擁護のお話は、本人のプライバシー保護のためにも触れ

てはいけないと思われがちです。ただご本人さんを守るという観点でいうと、どれも

同じことだと思います。今回のケースでも、お金がなくて「さあ、困ったな。後見人

がいると言っていたけど探せないな」という状況よりかは、「そういえば、後見人っ

てこの間話していたあの方のことやな」ということで連絡を取ることによって、ご本

人さんの生活が保護されれば、それが一番良いことだと思いますので、是非こういっ

た機会にしっかり情報を入れていただいて、また何かの実務の中で参考にしていただ

けたらと思います。 

○西野百合子氏 

 ありがとうございました。  

 それでは次の話ですね。担当している高齢者が任意後見契約を結んでいたけれども、

後にその人とどうも信頼関係が持てなくなってきてしまったと。契約を取りやめたい

ということを言っている、どうしたら破棄できるんでしょうかということです。 

 幸寺先生。 

○幸寺 覚氏 

 任意後見契約に関してはご存じだと思いますが、任意後見契約に関する法律という

のが民法以外に別に法律ができておりまして、１１条ぐらいからなる法律なんですが、

ここに今回のようなものが規定されていてます。 



－31－ 

 任意後見契約というのは公正証書によってしなければならないということなんです

ね。様式も厳格にされてますので、止めたいと言って勝手に文章も結ばず止めやとい

うわけにはいきません。そこは厳格に規定がありまして、まず任意後見契約が発効さ

れる前、すなわち先ほど説明ありましたように後見監督人が選任される前であれば、

やはり公正証書を使わないとだめです。公証人の認証を受けた書面、いわゆる公正証

書ですね。それによっていつでも解除をすることはできます。これは解除の様式とし

ては公正証書を使わないといけないということです。  

 ですから、解除したい人が公証役場で公正証書で解除の書面をつくってもらって、

それを相手方に送って解除するという要式をとらないと勝手に止めることはできない

です。 

 任意後見の受任者、将来任意後見になる方と本人でお互いに合意ができて、もうや

っぱり止めときましょうかということで合意ができてるのであれば、その合意の文章

を同じように公正証書でつくってそこで初めて解除になるということで、どちらにし

ても公正証書という書面をまた新たにつくって解除できるということで、そこは厳格

に要式行為が必要ですので注意していただきたいと思います。  

 それから既に任意後見が発効された場合、後見監督人も選任されて任意後見人も実

動始めて、という場合ではもっと要件が厳しくなってまして、もちろん本人の保護の

ためですけども、正当な理由による契約解除であるということで家庭裁判所が許可を

出さないとこれも勝手に解除ということにはできません。ですから、効力が発効した

後はさらに厳しい裁判所の許可というのが必要になってきます。 

 それからもう一つ、これはちょっと違った面からですが、任意後見人が任務を適正

にしないというような場合は、これはこの事情が認められれば解任請求ということが

できますので、もちろん裁判所に言わないといけませんが一方的な解任請求というこ

とも事情があればできるということで、いずれにしても初めのときにも公正証書が必

要ですのでやめるときにも公正証書を使わないとだめだということで、要式行為がな
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されないと効力が出ませんよということになっています。  

○西野百合子氏 

 どうもありがとうございました。  

 任意後見契約というものは、制度としてはかなりいいものだと思うんです。自分が

好きな人を選べると、信頼できる人にお任せをできるということでうまいこと使えば

いいだろうと。この制度をよく知って利用していただけたらいいかなと思います。  

 さて、時間的にちょうど半分ぐらいということになりますので、ここで休憩をいた

だきたいと思います。今から、あと１０分ほどで３時から後半をスタートしたいと思

いますのでよろしくお願いします。  

（休憩） 

○西野百合子氏 

 それでは後半の部を始めさせていただきます。まず、前半の話題の補足ですが、後

見の申立てをできる人、本人、配偶者、４親等以内の親族という話がありましたけれ

ども、それが具体的にどういう人がなるというのはこのパンフレット「成年後見制度

の利用をお考えの方に」（成年後見支援センター・資料室に掲載）の４ページ目、申

立てができる人ということで図が書いてあります。４親等というのはどこまでかなと

いうのを考えるときにはこれを参考にしていただいたらいいと思います。  

 主立った話として、本人と親子が１親等として、２親等になるのが兄弟、それから

３親等になるのは「おじ・おば」とか「甥・姪」の人、４親等というのは「いとこ」

の人ということです。自分の父母とか祖父母とかっていう人は高齢者の場合はもう先

にお亡くなりになってることがほとんどですので、高齢者の問題でしたら兄弟、それ

から甥、姪、いとこ、そういった人を当たっていくということになるでしょう。場合

によってはお孫さん、これが２親等の方ですけれどもそういう人ももしかしたら役に

立ってくださるかもしれない。大体そういうことでお考えいただければいいと思いま

す。 
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 では事例の２のほうに参りますね。  

 これは今度は任意後見人のお仕事の話です。任意後見制度というのはさっきも言い

ましたように自分で中身を組み立てていくと、後見人になってくれる人と話し合いな

がらどういう仕事が必要になるかなということでその内容を決めていくわけです。  

 Ｂさんは奥さんとふたり暮らしで、子どもはいるけれどもできるだけ子どもたちに

は医療や介護や経済的な負担はかけたくないですと。日ごろから奥さんに「自分が認

知症になったときは所有している不動産を売却して施設に入れてほしい」ということ

を言っていました。そのためにどうしたらいいかということで、行政書士などの専門

職の人にお頼みして任意後見の契約を締結したというわけです。  

 Ｂさんが認知症になったと、後見発動だということになったときにＢさんの意思ど

おりに不動産の売却ができるのでしょうか、谷口さんお願いします。  

○谷口昌良氏 

 ここの回答の中にもありますとおり、不動産の処分が代理権に含まれていれば売却

は可能だということです。  

 これは任意後見契約を結ぶときに、ご本人が後見人に与える代理権の中に、不動産

の処分も入れておきたいという意思を、きちんと書面化していればという意味です。

ですので、例えば不動産は大きな財産なので、処分については幾ら信頼しているとは

いえ、後見人さんにそこまでして欲しくはないと思って、代理権から省いている場合、

不動産の売却は不可能になります。ただ、この事例の場合は、自分がもし認知症にな

った場合は、高齢者施設に入れて欲しい、しかもその資金を、不動産を売却した代金

から捻出して欲しいという明確な意思があってのことなので、当然任意後見契約書の

中には、不動産の処分という代理権を入れておかなければできないので、今回の事例

では入れていた。よって売却は可能だということになります。  

 ただ、信頼できる方に後見人をお願いしたし、不動産を売却できる権限も与えた。

これで実際には売却できてしまうのですが、そのときの状況ってわからないですよ



－34－ 

ね？認知症にはなってしまったけど、不動産を売却したところで、施設に入所ができ

ない状況だった、もしくは売却代金だけでは、金額が足りないとかいろいろあると思

うので、実務上は、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人にも相談をし、連携

をとりながら進めていくことが、必要だと思います。  

○西野百合子氏 

 専門職の人はその辺を気をつけてやっていただけるかなとは思います。自分が身内

の人のために任意後見人になろうという場合も、任意後見監督人の人にいろいろ相談

しながらやったほうがいいでしょうということになりますね。  

 先ほど言っていた法定後見と任意後見とで違う点と、売却する上では違いというの

はどういうことでしょうか、谷口さん。  

○谷口昌良氏 

 まずは、法定後見の場合から考えてみたいと思うのですが、法定後見の場合の後見

人というのは、ご本人の判断能力が不十分になった後から選ばれるので、今回のケー

スでは、たとえご本人がお元気な間に、「自分が万が一認知症になった時は、不動産

を売却して施設に入れて欲しい」と言っていたとしても、後見人は必ず家庭裁判所の

許可を得なければ売却することはできません。既にご本人の判断能力が不十分な状況

で選ばれた後見人ということになりますので、当然、裁判所も監督責任がありますし、

許可を求めることになるわけです。  

一方、任意後見の場合は、繰り返しになりますが、ご本人がお元気な間の意思を

尊重することが前提になります。この本人の意思を尊重するというのが、実は成年後

見制度の理念の一つにあるんです。ご本人が自分らしく生きていくために、できる限

り本人の意思決定を尊重しようという部分がありますので、そこが大きく違ってくる

かなというふうに思います。  

○西野百合子氏 

 ありがとうございました。  
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 この家庭裁判所の法定後見の場合の許可というのは、居住用の不動産に限られると

いうことですから、居住用でない不動産を売るという分には法律上は許可は要求され

ていないということになります。しかし実際は、居住用でなくても大きなものを動か

したいときには家庭裁判所に相談しながらやるというのが、普通の後見人のスタイル

かなというふうに思いますね。  

 それから、そのほか法定後見と任意後見の違いということをちょっとまとめておき

たいと思います。 

 谷口さん、お願いします。  

○谷口昌良氏 

 根本的な違いとしては、任意後見の場合は元気な間に、判断能力がある間に、ご本

人の意思で信頼できる人を後見人として選ぶということですね。  

 一方、法定後見の場合は、ご本人の判断能力が不十分になっている状況の中で、裁

判所の審判によって後見人が決まりますので、例えばご家族が後見人になることを希

望するのは全然可能なのですが、最終的には、裁判所が総合的に判断をして審判をし

ますので、場合によってはご家族ではなく、我々のような専門職が選ばれる可能性も

当然あるということです。 

 先ほど西野先生からもありましたとおり、こういった不動産の売却などでは、法律

上の専門的な知識も必要になってきますし、そもそも核家族化により親御さんとその

ご家族が離れて暮らしているというようなケースも多々ありますので、そういった背

景も含めて、近年ではご家族の方よりも専門職の方が後見人に選ばれているというデ

ータも出てきています。 

 あとは法定後見の場合は、判断能力が不十分になった方が、行った行為に対して、

その取り消しをすることができる権利が与えられています。法定後見では、後見、保

佐、補助という３つの類型がありまして、今回の事例では、ご本人さんが後見相当の

方で、不動産を売却してしまった場合、後見人には取消権があるので、取り消しがで
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きます。ただし、保佐人、補助人の場合には、同意権、代理権というのが付与されて

いる範囲内であったり、法律上の決められた内容以外のことは取り消せないであった

り、いろいろ条件が出てきます。  

 一方、任意後見の場合は、後見人に取消権自体が与えられていません。それは、あ

くまでもご本人さんの元気な間の意思を尊重することがベースだからです。ですので、

本当にそれが良いのか悪いのかということを、当然、任意後見監督人に相談をしてい

ただくということもそうですし、仮に後見人が、本当にご本人にとって信頼のできる

方なのかどうなのかを、目の黒いうちにしっかり見つけていただく、判断していただ

くということが必要になってくると思います。  

○西野百合子氏 

 ありがとうございました。  

 じゃあちょっと現場からよく出る質問ということで、山本さんにお願いしましょう。  

○山本勝之氏 

 ちょっとここのレジュメにはございませんが、私もよくご質問を受けるのですけど

も、任意後見契約を結ぶときに任意後見人になってくださる方、一体誰を探せばいい

のかっていうご質問がよくあります。 

 谷口さんにちょっとお伺いしたいんですけれど、そういう任意後見人の探し方であ

るとか、もし谷口さん自身でこういう方からご相談いただいて私が任意後見人に今契

約を結びましたとか、何かそういう事例がありましたら探し方とか事例をちょっと教

えていただきたいのですけれども。 

○谷口昌良氏 

 まずは、１６ページ（配布資料）を見ていただきたいと思います。 

 ここに成年後見人など候補者の紹介、その他申立て相談ということで、ずらっと各

団体が並んでおります。 

 よくこういったご相談をされるときに、神戸市ではあんしんすこやかセンターであ
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ったり、あとは区役所に行かれる方が結構多いのですが、どうしても行政という立場

上、例えば山本先生とか幸寺先生を直接ご紹介というわけにもいきませんので、ここ

に掲載されている各団体を紹介されることが多いと思います。ですので、基本的には

１６ページから１７ページに載っている、こういった所で、まずはご相談をしていた

だくということだと思います。  

 ただ、これらの団体に相談すれば、必ず自分に適した人を見つけてくれるのかとい

ったら、これは必ずしもそうではないと思うんです。  

 任意後見契約に関していえば、任意後見契約というのは、ご本人の意思で契約をし

ないといけないので、例えば弁護士団体から紹介された方、司法書士団体から紹介さ

れた方、行政書士団体から紹介された方がいたとしても、相性の合う合わないという

ところが、やはり一つ大きくあると思います。  

 あとは、信頼のできる方をいかに見つけるということです。私の場合でよくある話

では、「ある方の紹介であなたのことを知ったのよ」というケースがあります。  

やはり信頼できる方からの紹介というのは、安心に繋がりますので、皆さん自身もそ

ういった信頼のできる方を、日々の繋がりの中で見つけておかれることが大事だと思

いますし、８ページの事例１の場合では、たまたま時間があったから、私のセミナー

聞いて、そしてその後、個別相談をされ、何回かコミュニケーションをとっていく中

で、あなたに後見人を任したいということで、契約に至ったという経緯もありました。

なかなかこの人がいい！という紹介は、責任の問題もあって、できないかもしれませ

んが、情報やネットワークを持っておくことは、ご本人さんにとっての安心に繋がる

とは思います。どうしても直接紹介しにくいというのなら、まずは先ほどお話させて

頂いた１６、１７ページの業界団体を紹介された上で、そこで納得のいくような人と

出会えなかったということであれば、一度私の知っている人と会ってみる？というよ

うな形でも良いでしょうし、まだまだお元気な方であれば、セミナーなどに行ってみ

るよう働きかけても良いと思います。私の今までの経験で言うと、お元気な方で任意
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後見契約を結ばれている方というのは、自分で足を運ばれている方が多いですね。逆

に言うと、なかなか自分で足を運んでというようなことができない方の場合には、や

はり関係者の方を通じて、業界団体に問い合わせていただくというような形に現実的

にはなっているように思います。  

○山本勝之氏 

 そうするとやはりあれですね、自分が判断能力がなくなったときに託せる方という

のをやっぱりしっかり探していくであるとか、こういうセミナーとか研修会で任せる

方かなっていうのをいろんなアンテナを立ててとかご紹介を受けて考えていく、広く

視野を持って考えていくとか知り合いをつくっていくっていうのが大切になるという

ことが非常によくわかりました。ありがとうございました。  

○西野百合子氏 

 そしたら３番目の問題に入っていきます。  

 経済的な虐待・搾取と成年後見制度、成年後見制度の役割ですとか後見人の仕事と

か一体どういうことが具体的にできるんだろうか、そういう点を考えていきたいと思

います。 

 事例の１です。８５歳の認知症の母親と長男が同居する持ち家で水漏れが発生と。

修繕が必要であるということですけれども長男は預貯金余裕がないと。お母さんの定

期預金の解約をして使おうと思って銀行に行きました。しかし解約にはご本人さん、

お母様のサインが必要でそれができないっていうなら成年後見人をつけてくださいと

いうことを言われてしまいました。  

 そこで長男は自分が後見人になろうということで家庭裁判所に申立てをしたのです

けれども、家庭裁判所は長男を選んでくれなかったわけです。第三者が後見人に選ば

れたと。 

 後見の申立てをする中で、別居する次男は、長男が以前に母親の財産でスポーツカ

ーを購入したというようなことがあったので、後見人になることには反対をしたりし
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ておりました。そういうことがあったわけです。  

 質問の１番なんですけれども、この場合になぜ長男さんは後見人に選ばれなかった

のでしょうか。裁判所は一体どういうことを考えているのかなというので、山本さん

のほうから説明してもらいましょう。  

○山本勝之氏 

 この場合、親族間で本人のお金、ここで言う８５歳の認知症のお母さんのお金の使

い方については意見が相違してますね、違ってます。そこで、長男と次男の違いがあ

るというのをやはり家庭裁判所は後々トラブルになるのではないかということを避け

るために後見人として選ばなかったということが多々あると思います。専門職に依頼

が来る話というのはそういう方が多いと思います。  

 親族という方も結構選ばれることが多いんですけれども、家庭裁判所は身上監護と

か財産管理を行う能力がその親族の方、例えば今回長男ですね選ばれませんでしたけ

れども、もし選ばれるのであればそういう能力があるのかとかちゃんと書類が提出で

きるのかとかそういうのを見きわめて後見人を選んでいるというのがございますので、

今回は第三者の方になったということが結果になっています。 

○西野百合子氏 

 銀行の側の事情ということで、後見人を要求されたわけですね。後見人による財産

管理がなぜ必要なのかというところを山本さんに説明していただきましょう。  

○山本勝之氏 

 定期預金という大きな財産を処分する場合には、必ず本人さんの手続が必要ですが、

皆さんご存じのように定期預金を解約するときには今回のように認知症がある方、も

う出ておられる方っていうのは基本的には後見人をつけてくださいと言われることが

非常に多いです。それは判断能力が衰えておられますので、適切にお金をおろしたい

という意思とかそういう見通しがわからないということなので、そこで後見人がつい

て本人を代理して解約することになるということです。  
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 定期預金だけでなくても、普通の預金の管理とか財産の活用ですね、株もあれば不

動産もあると思うのですけれども、判断能力が衰えた場合も適切にちょっとこの場合

も行えないのかなという場合はもう後見人はついていますので、本人を代理してその

後見人が管理することになるということになります。  

○西野百合子氏 

 そしたら次は後見人の具体的なお仕事の話ですけれども、第三者の後見人が選任さ

れているとして、その後見人さんは家屋の水漏れによる修繕費を全額お母さんの財産

から支払ってはいけないものなんでしょうか、幸寺さん。  

○幸寺 覚氏 

 負担の理屈から行きますと持ち家の修繕になりますから、家屋の所有者ということ

になってお母さんの所有権があるんであればお母さんが負担するということが原則に

なるんでしょうけども、この息子さんも一緒に住んでいるわけですからその利益を享

受してるということで修繕費の分担を交渉するというのが普通の考え方でしょうね。

後見人でしたら多分そういうふうに動くと思いますが、その理屈はちょっと難しいで

すけど、どう考えるかという、法的な話になりますが、息子さんが住んでるのもお母

さんとの間では無償で住んでるということで賃貸借じゃなく使用貸借というように解

釈をしますと使用貸借の必要の負担に関する規定が民法上ありますから、もし請求し

て根拠を詰めるのであれば、そういうことを根拠に長男に分担して払ってくれという

ふうに多分後見人としては働きかけるということになります。 

ただ、実際資力がないということであればお母さんの負担になってしまって、長男に

なかなか求償ができないというような、実際問題としてはそういうことになっちゃう

のかなという気がします。  

 水漏れだけじゃなくて、将来的にはいろんな修繕費が増えてきて家屋を維持するの

も経済的にも大変だということになれば、将来的には引き払って賃貸に住むとか施設

に移るとかそういうことも念頭に入れて後見人としては活動するということになるか
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と思います。 

○西野百合子氏 

 そうですね、後見人さんの重要な任務としてその財産管理と、本人さんが持ってる

お金をどう使うかということになるわけで、そのお金の使い方を後見人さんはどうい

うふうに判断しているのでしょうか、山本さん。  

○山本勝之氏 

 後見人さんは、あくまでも本人の財産を本人のために使うというのが大前提です。

本人にとって必要かということを判断します。ただ本人の為に使った場合、後から親

族でこういうふうに使ってほしいとか結構話があるのですね。 

 例えばこの事例では、お母さんが亡くなった場合、財産は長男と次男が相続するこ

とになると思います。そこでなるべく、お母さんはまだ元気で認知症があり、生きて

おられる間にもお金はもちろん必要ですけれども、そのお金、なるべく使わないでほ

しいな、ということで結構後見人のほうにお金の使い方について、この事例であれば

長男、次男が言ってくる、リクエストしてくるということがあります。そこであまり

違ったお金の使い方をしてしまうと異議申立てということで裁判所に後見人変えてほ

しいとかということを言って来られる方がいらっしゃって、実は後見人は結構苦労も

たえないという事があります。そういう事情も皆さんちょっとこの機会に知っていた

だければうれしいなと思います。  

○西野百合子氏 

 しかし後見人の任務としては、あくまで本人さんのためにということになりますか

ら、不合理なことを要求されても毅然と断るとこういうことで頑張っていただかない

といけないですね。 

○山本勝之氏 

 そうですね、後見人が胃に穴があいても本人のために使うというのはやっぱり必要

ですからね。よく皆さん聞かれると思うのですが、善管注意義務というのはそこです
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ね。自分よりもご本人のために、代理をしている相手さんのためにしっかり対応して

いかないといけませんので、胃薬がたえない方も中にはいらっしゃるようです。  

○西野百合子氏 

 次、現場からの質問ですね。  

 長男の人が申立てを一生懸命自分でやったと、自分が後見人になりたいということ

でやったわけですが、裁判所はどうも後見人に自分を選任してくれなさそうだなとい

うことになってきたときに、裁判所が最終的な後見決定をする前に申立てを取り下げ

て、裁判所が考えている後見人が選任されないようにするっていうことはできるんで

しょうか、幸寺さん。 

○幸寺 覚氏 

 そういう都合のいいことはできないことになってまして、家事事件手続法という法

律があるんですが、そこの１２１条に家裁の許可がないと取り下げできないというふ

うになってまして、申立てても自分がなれないからということで取り下げるというこ

とはできません。もちろん、それは趣旨としてはご本人のために後見人が必要だとい

う状態であるにもかかわらず、申立人は自分はなれないからもういいやということに

なっちゃうと本人の保護に欠けますから、そういう規定になってるということです。 

○西野百合子氏 

 この規定は新しくつくられたんですけれども、結構そういうことが頻繁にあって裁

判所のほうで大変困ったと、せっかくいろんな手続をしてきて最終段階でぼんと投げ

られるということがあって大変困ったということが相次いで、法改正がなされたとい

うふうに聞いております。  

 次、事案の事例の２のほうに入っていきますね。  

 ７９歳の認知症Ａさんが昨年夫を亡くしてひとり暮らしと、週２回デイサービスの

入浴をやっています。近所に三女が住んでいてＡさんの世話をしていて、年金やら預

貯金の管理も実際上この三女の人がやってくれていると。  
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 最近Ａさんはデイサービスで空腹や皮膚病による背中の痛みを訴えて、少し痩せて

きているということがあるんですね。ケアマネジャーさんはこの治療が必要だという

ことで、三女の人にどういうふうにしてますかということを確認しましたら、三女の

人が言うには「忙しいから医療機関には行けない」「食事はとらせてる」ということ

を言ってるんですけれども、実際治療ができてないし入浴のサービスもできないとい

うような状況になっています。  

 ほかの姉妹は遠方におられて、三女と折り合いも悪いために母親の介護には協力で

きないと。 

 三女の人は最近お金使いが派手になってきてるといううわさもあると。ちょっとど

ういうふうになってるのか、Ａさんにとってよくない状況になってきてるわけですね、

そういった事例です。 

 さて、事例さっきの１と２とで違うところはどこなのかというとこをちょっと山本

さんに説明してもらいましょうか。  

○山本勝之氏 

 事例１と２については、実は家族でお財布が１つみたいなところがあります。これ

は障害者のおられる家族も同じことが起こるかもしれません。  

 そこで今回の場合、本人にとって必要な生活とか医療・福祉サービスがきちっと受

けられておられるかどうかという点で見ていただきたいと思います。  

 まず事例１では家屋の修繕でしたけれども、母親が必要な生活や医療福祉サービス

が受けられているのであれば特に問題ございませんので、ここの題材的には「経済的

な虐待・搾取」ということ、代理はしておりますけれどもそことはちょっと関係ない

のかもしれません。そして家屋の修繕は在宅で住み続けるために必要だということで

あれば適当かどうか、どれぐらいの範囲でするかどうかも含めて検討に入ります。  

 事例２は、これは事例２の４行目にもございますように「デイサービスで空腹や皮

膚病による背中の痛みを訴えている」という、しかも「少し痩せてきている」という
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そういう状況がございます。そのため、本人に必要な生活や医療・福祉サービスが受

けられているかどうかという意味ではきちっと提供が受けられていないのではないか

ということになります。デイサービスで入浴もできていませんから、衛生状態も悪い

かもしれません。ただ三女は世話ができている、世話をしているっていうことがある

と思うのですけれども、これは不十分ですので少しこういう虐待にちょっと通じるか

も、虐待になっているかっていうことが考えられます。  

 今回事例では少し情報量が少ないので、判断にこのように迷う場合があると思いま

すね。全ての情報が皆さんのところに届いているわけではございませんので、そうい

った迷う場合には必ず関係者、例えばここではデイサービスの職員さんであるとかケ

アマネジャーさん、それからかかりつけのお医者さんだとかもしいらっしゃればそう

いう方、また皆さんのような福祉関係者の方で情報を集約して相談することが必要だ

と思います。 

○西野百合子氏 

 ありがとうございます。  

 お母さんがいい状態で過ごされるっていうことが大事なわけです。お母さんの例え

ば年金の収入がおありだとして、そういうものがお母さんの生活のためにちゃんと使

われてないといけないと。収入が足りない場合はまたそのことを考えなきゃいけない

わけですけれども、この場合は収入は本当はあって今までちゃんとしてたはずなのに

急に悪くなってきたと。その原因はどうも三女の人がそのお金を別のことに流用して

るんじゃないかなっていうそういう疑いが持たれるわけですね。「疑い」と言いまし

たけれども、この場合一体どういうことになっているのかを関係者の間で情報を総合

していろいろ調べていかないといけないということになるでしょう。経済的な虐待が

疑われる、本当に虐待だということになりましたらその対応も必要だということにな

っていくわけです。 

 先ほどの後見人を選任することでこういった虐待を阻止して、本人さんのためにき
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ちんと財産を使うということができるようになるかなという話ですね。  

 そしたら質問の２のほうへ行きます。 

 後見人さんが選任された場合に、後見人も含めて本人に対する支援者の方というの

は本人さんや家族とどうかかわっていくのかなというところです。  

 後見人さんは選任されたときに、お母さんとそれから三女の方とどういうふうに接

していけばいいのかなということで、山本さんのご経験とかを教えていただけますか

ね。 

○山本勝之氏 

 少しこれは、実は事例をさわっておりますので、想像の中で皆さん考えていただき

たいと思うのですけども、やはり母親のお金を無心してくる三女の方がやっぱりいら

っしゃいます。後見人は先ほどもございましたように、本人のために使うということ

が前提ですので、使い道のわからないものについてはお金は渡せませんというのが基

本的なスタンスです。ただ、今までこの三女が母親の世話をしておられますので、母

親の世話をしてもらうというのは引き続き必要なことなのですね。精神的な安定だけ

でなくて、例えば身の回りの少し細々したことも三女が担っておられますし、三女と

お母さんとの関係もやはりありますので、それをお金のことで引き離すというのも少

し考えていかなければいけません。  

 そしてここにもございますように、後見人は実は医療の同意というのはできません

ので、もしこのお母さんが入院をして手術が必要となった場合はこの三女にやっぱり

医療の同意を求めていくのが後見人にとっては必要になります。ですから、三女と後

見人は引き続き良好でなくてもある程度連絡がとれるような状態になければいけませ

んので、すぱっとお金を渡せませんっていうのはちょっと言いたいのですけれども、

どうしていくのかということで後見人は悩んでいくわけです。  

 関係者は、母親のお金をちょっと欲しいな、という三女に対して、具体的に何に遣

うお金なのか、どんなことに困っているのかをよく聞き、三女に対して行える支援を
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検討することも必要だと思います。簡単にお金は渡せないとおっしゃる後見人さんも

いるかと思うんですけれども、こういう状態であれば三女に少し踏み込んで支援をし

ていくというのも必要ではないかと思います。  

○西野百合子氏 

 ケース・バイ・ケースなんでしょうけれども、この場合に三女とお母さんの関係を、

後見人さんが加わることによって正常なきちんとした関係に整えていけるんだったら、

そういう調整ができるんだったらそういう方向が望ましいということは言えるんだと

思いますね。お母さんのほうに少し余裕があって、三女の方に幾らか生活費を支援す

るとそういうことができるならそういう方法もありかもしれないということです。  

 具体的にどういうことをするのがいいのかっていうのは、周囲の状況を見て判断し

ていくと。 

 逆に、この三女の人が単に自分で遊びたいからお金をお母さんから取り上げてそれ

を浪費しているというようなことがあるようだったら、そういった関係はもう切って

いかないとしようがないという場合もあり得るわけです。その場合は三女の人との関

係を切って、お母さんを保護するということを重点にせざるを得ないとか場合によっ

ていろいろかなと思いますね。 

 そしたら質問の３ですね。後見人さんがついてくれましたということになったとき

に、それ以外の今までかかわってくださっていた支援者の方は今後はどういうふうに

かかわっていくとよいのでしょうか、山本さん。  

○山本勝之氏 

 後見人を、母親とか父親のかわりみたいに考えている関係者もいらっしゃいます。

私が担当させていただいている被後見人さんも身寄りがなくて、施設の方から「今度

行事がありますから行事来てくださいね」みたいなことを言ってこられることがあり

ます。「今日は節分をしてはるから来てくれませんか」みたいな話が昨日もあって、

「いや、ちょっとだめなのです」って言いましたが、なかなか冷たい後見人やなと思
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われているかもしれません。実は後見人はできることとできないこと、もちろん行事

に行ってはいけないということではなくて、ご本人さんがどんな生活されているかと

か節分をされているのだったらそのお祭りどんな雰囲気でしているかという意味では

見にいけばすごくわかりますのでそういう機会も必要ですが、全て本人さんにかわっ

てできるとか母親、父親がわりになれるかどうかというとそれはちょっとできないで

す。ただ、それをやはり私たちも理解していただくように皆さんにお話をさせていた

だいているのですが、中には後見人が決まったからざざざっと波が引き潮になるみた

いな感じで手を引かれる方も中にはいらっしゃいます。  

 ここにも書いていますように「しかし」からありますが、本人ができる、本人を代

理してできる権限というのは非常に限られています。先ほどの医療の同意もできませ

んし、体の変化というのも常に一緒に同居しているわけではございませんのでわかり

ません。そこでヘルパーさんであるとかデイサービスの職員さんであるとか、ケアマ

ネさんの訪問の中でちょっと後見人に対して言っていただくというのも必要だと思い

ます。 

 ですから後見人を活用するという意味では、これからもし後見人さんついてもらお

うかと考えておられる方がいらっしゃれば、本人を取り巻く社会資源の一つだと思っ

てください。今までかかわっていただいていた医療福祉の関係の方とか、それから地

域住民の方であるとか友人、知人の方であるとか、きょうお集まりの皆さんもよく聞

いておられると思うんですが社会資源の一つですから、後見人もその１人に加えさせ

ていただいて役割が少し、財産管理ができたり契約について考えてもらったり、契約

してもらえる方がふえるのだなと思っていただければと思います。  

 ですから引き続き後見人だけかかわるのではなくて、皆さんのような医療や福祉の

関係者の方の力をぜひ後見人にお貸しいただいて、本人を支えていただくというのが

非常に大切な視点だと思います。  

 中にはどうしてもすき間的なことっていうのもございまして、服を買ってきてほし
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いとかそういうのもあるのですけれども、余りすると後見人は事実行為といって介護

をしたり食事をつくったりとか、本当は服を買いにいくというのも誰かに頼んで買い

にいってもらって、それが適切かどうかっていうのを判断したほうが本人にとってい

いんですね。 

 そういう感じで、後見人にできることというのは非常にちょっと少ないので、ぜひ

皆さんのお力をお借りしながら後見活動を進めていければなと思います。  

○西野百合子氏 

 後見人がつけば、後見人が全て何でもやってくれてほかの人は何もしなくてよくな

るというようなことはないわけです。今までできでなかったことで後見人さんができ

ることがこういうことなんだというのがあって、それができるようになってよかった

なと、そういう形だと思ってください。  

 時々ご相談を受けるんですけれども、「後見人さんが来たら良くなるんじゃないか

な」「何か分かんないんだけど、後見人さんにしてほしいな」とかっていうご相談あ

るんですけど、それは大変困るわけですね。後見人になってもらう人にこういうこと

をやってほしいんだと、具体的に例えばこの人預金があるからこれをきちんと管理し

て出し入れできるようにしてやってほしいだとか、この人の入所の契約をしてほしい

だとかそういうことをきちんと考えて、目標を立ててそれで「後見人さんをつけてく

ださい」っていうご相談だったらよく解るんですけれども「何か分からないけど、何

か役に立つかもしれないから後見人」と言われてもそれはちょっとできませんという

ことになってしまいます。  

 その点で皆さんで、それぞれのお立場でかかわっておられる、その立場ごとのお仕

事を協力してやっていくと、後見人さんもその支援者の１人になったと、そういう形

で本人さんを支え続けるようにしていただきたいということですね。  

 そうしましたら用意した質問はこれで一応紹介いたしましたので、今回取り上げて

きた事案に対して、何かこの事案でこういう点はどうだろうということでご質問思い
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つかれましたら出していただければと思います。  

 ちょっと事案を離れるご質問は別にしていただきまして、もしいろんな現在のお仕

事とかでの悩みがありましたら成年後見支援センターなどへご相談いただければと思

います。 

 今回いたしました事案についてこれはどうだろうということで今ご質問ありました

ら少し受けたいと思いますので、どなたかそういった質問思いつかれましたらどうぞ、

お手を挙げてください。 

 どうぞ、お願いします。  

○男性 

 １０ページのところの「そのほかに法定後見と任意後見の違いにどんなことがある

か」ということの中で、任意後見では後見人に取り消し権を与えられていませんとい

うようなことで書いてるんですけども、例えば任意後見の契約書の中に、「私が変な

契約をしたら取り消してください」とかいうことを書いとったらできるのかとか、悪

徳商法とかの話がよくありますので、そういうときの取り消しは任意後見は全てでき

ないという意味なのか、あるいはできないとしたらその任意後見でどんな対応ができ

るのかとか、そのあたりのことについて教えてほしい。 

○西野百合子氏 

 そしたら幸寺さんにお願いしますね、弁護士の立場から。  

○幸寺 覚氏 

 まず任意後見制度に任意後見人自身の取消権自体はないので、取消権自体を契約等

で新たにつくって、任意後見人が、被後見人が行った行為を任意後見人の権利として

取消したりすることは多分無理なんだと思いますね。  

 ですから、本人のなされた法律行為が取り消しじゃなく、例えば無効の主張ができ

るとか何らかの瑕疵を任意後見人が本人にかわって行使をするとか、自分に取消権の

権限を与えるというのは無理なんだろうけど、本人の取消権を代理して行使するとい
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うことが可能かどうか、すなわちそのような行為の取消権の代理行使をできるように

代理権の範囲を定めておくというのはできるのではないかと思いますが，微妙な問題

で今の段階ではっきりできますとはよう言いにくいですが、そういう方法で何とかで

きないかなという気はします。任意後見人自身の取消権は法律で認められないので、

任意後見人の取消権を新たにつくりますっていう契約は無理と思いますが、本人の権

利として取消権を代理行使できるかというのは肯定的に考えますが微妙な問題だと思

います。その程度でそれ以上はっきり言えないんですが、すみません。  

○西野百合子氏 

 悪徳商法にひっかかっているという場合には、やはり任意後見人としてもほうって

おけないので、その業者と交渉してとにかくもう払わないんだと言って頑張るとかそ

ういった方法で何とか本人さんの財産を守るように工夫をしてるっていうのが実情か

なとは思いますね。 

○幸寺 覚氏 

 本人の取り消しなり、さっきも申し上げた本人が言えることを言ってあげるという

のはいいと思います。法定後見の場合は法定後見人自身に取り消し権があるんで、自

分の権利として取消できるんですけど、任意後見人にはそれがないもんですから、後

見人の自分の権利としては言えないけど本人がだまされたとか本人が意思能力がなか

ったやないかということで、本人にかわって言ってあげるのはできると思うので、そ

ういう言い方で悪徳商法とかについては言っていただいたらと思います。  

○男性 

 例えばその任意後見の契約の中身では本人の権利を守れないというふうな状況にな

ったときに、任意後見人が今度その成年後見制度につなげていくような方法というの

はあり得るんですか。 

○幸寺 覚氏 

 まさに任意後見でできない場合は法定後見の申立てをする。原則任意後見優先なん
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ですね、だから初めにちょっと解説があったように。任意後見がある限り法定後見の

申立てをしても通常はだめなんですが、今おっしゃったような事情であるとか、例え

ば任意後見を乱用されてて、任意後見人がお金を使ってるとか横領してるとかそんな

話であれば法定後見の申立てをして、原則任意後見優先だけども法定後見を選任でき

る特別な理由がありますということで裁判所に説明をして、裁判所が認めればその段

階で成年後見の法定後見のほうができて任意後見が終わるという形で保護するという

方法はあると思います。 

○西野百合子氏 

 ほかにご質問ありますか。 

○男性 

 今の場合に、同じ人が例えば司法書士の先生が任意後見人になられてて、・・・取

り消し権である法定後見人にいきなりなるというようなこともあり得るんですか。  

○幸寺 覚氏 

 特に支障がなければ、裁判所がどう考えるかですけども、その人自身に問題なくて

いわゆる権限行使でちょっと支障になって、法定後見が必要だということであれば任

意後見が終わってその人が法定後見人に裁判所から選任されるということはあり得る

と思います。もちろん、その任意後見人自身が問題であれば当然別の法定後見人が選

ばれます。 

○西野百合子氏 

 そのほかご質問ありますか。よろしいでしょうか。  

○女性 

 任意後見人の場合、報酬というのもご本人が金額も誰にするかも金額も自由に決め

れるっていうふうにおっしゃってるんですけど、本当に相場とかそういうものはない

んですか。親族でされる場合はどれぐらいが多いとか、やはり財産の額というかそう

いうもので左右されてくるのかと。  
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 それから家族とか親族に任意後見をお願いする人がいないときに、後ろのページの

団体さんにご紹介をお願いしたときに、大体相場は幾らぐらいなのか。その任意後見

人を受けるＮＰＯさんなんかがあった場合に、非常に高い値段だったように思うんで

すけれども、そのあたりの金額というかをちょっと教えていただきたいなと思います。  

○谷口昌良氏 

 ご質問ありがとうございます。  

 任意後見人の報酬に関しては、ご本人が主導権を握っているということが前提です

ので、例えば相場があったとしても、必ずしもそれに合わす必要はありません。当然

相手が専門職の場合には、報酬額をおっしゃってくると思うのですが、それに対して

納得がいかない場合には、ノーと言えば契約成立にならないので、そういう意味でも

ご本人が主導権を持っていることを理解して頂きたいと思います。  

 相場ということで言いますと、私が独断で相場を申し上げるのも何なので、うちの

事務所の場合でお話したいと思います。当然ご本人がお持ちの財産額や代理権の範囲

にもよりますが、任意後見が発効した後からは、大体３万円前後になるかと思います。

ただ当然財産状況がよくない方に関しては事情を酌んで、応相談ということになりま

す。任意後見契約というのは、当事者同士が合意しなければ成り立ちませんので、例

えば私が、依頼人から「３，０００円でやってくれ」と言われたら、商売上「済みま

せん無理です」と申し上げざるを得ない場面もあるわけですよね。そういった意味で

は、親族であれば基本無償でやってくれるでしょうし、最近よく聞かれるようになっ

た「市民後見人」など、ご本人の財産状況に応じて判断をして頂ければ良いかなと思

います。 

 あとＮＰＯが非常に高かったというのは、おそらく任意後見人だけの話ではなくて、

身元保証人なども含まれているような契約ではないでしょうか？後見人は身元保証を

しませんが、施設に入所する際は、身元保証人をたてて下さいと言われるケースがほ

とんどですから、そういった後見人がしない部分をサポートするＮＰＯなども出てき
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ているのが現状です。当然身元保証となると、金銭的な部分も含め、リスクが大きく

なるので、その担保として高い金額を求めるということにはなると思います。  

○女性 

 月二、三万っていうことですか。 

○谷口昌良氏 

 はい、生涯二、三万ではございません。  

○幸寺 覚氏 

 私も契約はたくさんしてるんですけど、月額３万です。  

 今まで任意後見で実際に発動したのが結局１件だけなんですね。契約は割としてる

んですけど、幸いなことに最後までお元気で発効しないでお亡くなりになられるとい

うケースが圧倒的に多くて、１件だけ発効してしばらく任意後見させていただきまし

た。 

 費用を考える上で財産関係を見るんですが将来何が起こるかわからなくて、逆にそ

のときの利用に応じてまた上げたりできませんので、非常に予測がしにくいので額が

決めにくいという問題があります。ですから３万がちょっと高いよと、年額３６万に

なりますからね。トータルで財産がどのぐらいあるかというのも考えて、どれぐらい

生きられるかということも考えて、やっぱり１万円ぐらいじゃないと無理ですわって

いう話であれば多分１万円でも行けますよね。 

○谷口昌良氏 

 今幸寺先生おっしゃったとおりだと思います。それと任意後見契約の場合は、契約

を発効しない限り、後見人への報酬は発生しません。前段で見守り契約をしている場

合であれば別ですが。ですので、任意後見契約を結んでも、その後契約が発効されな

いまま、ピンピンころりで生涯を全うしたとすれば、契約時に公正証書をつくった費

用だけで、老後の安心を買えたということも言えますよね。要はそのご本人さんの生

き方だと思います。介護関係の方であろうが、医療関係の方であろうが、我々のよう



－54－ 

な法律関係の人間であろうが、我々は、ご本人の生き方をいかに尊重していくかとい

うことが非常に大事だと思いますので、そういうご理解をしていただけたらというふ

うに思います。 

○西野百合子氏 

 ちょっとつけ加えたいんですけれども、任意後見契約の場合は必ず後見監督人が選

任されまして、これは裁判所が選ぶわけですけれども、専門職が選ばれることが多い

ですね。それで専門職の人に任意後見監督人報酬というのを支払わなければいけなく

なるわけです。そのこともちょっと考えておいていただきたいんですけれども、私が

やった事案では月１万円の計算のようで、消費税外掛けです。裁判所がこの額ですと

いうことを決定してくれるということなので、年間にしたら１２万何がしということ

で、後見人さんにお支払いする報酬これは契約で決めますけれども、そのほかに裁判

所が決めてくる後見監督人報酬というのも負担としてはあり得るということをちょっ

と含んでおいてください。これ忘れているといけないと思いますので、そういうこと

です。 

 あと、後見監督人という立場でいえば、親族で後見をしておりますという場合に、

裁判所がじゃあ後見監督人を選任しますからこの人にいろいろ相談してくださいと、

その報酬は裁判所が決めますよということもあると思います。その場合はやっぱり後

見人としたら後見監督人にその分をお支払いせざるを得ないわけなので、親族からそ

ういう意味で不満が出ることもあるのですけれども、制度としてはそういうことにな

っておるというのでちょっとその点をお含みいただいたらいいと思います。  

 そうしましたら、ちょうど時間も４時近くになってきましたので、パネルディスカ

ッションとしてはこの程度で終わらせていただきます。  

 先ほど言いましたように、いろいろ現場で成年後見に関して悩みがあるということ

がありましたら、成年後見支援センターのほうにご相談いただいたらいいと思います。

パンフレット入れておりますので、成年後見支援センターの電話番号後ろに書いてま
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すのでこちらのほうへご相談ください。よろしくお願いします。 

 以上です。どうもありがとうございました。  

○司会 

 どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、パネルディスカッションといたしましてはこれで終了いたします。  

 最後になりますけれども情報提供のほう、少しお時間をちょっとだけオーバーする

かもしれませんけれどもさせていただきたいと思います。  

 今、パネルディスカッションの話の中にも出てまいりました「市民後見人」につき

まして、成年後見支援センターのセンター長の石古から皆様のほうに情報提供をさせ

ていただきたいと思います。  

○石古氏 

お疲れのところ最後にお邪魔させていただきます。  

 今西野先生からご紹介いただきました神戸市に開設されております成年後見支援セ

ンターでセンター長をしております石古と申します。平成２３年の１月に後見制度の

利用を求める方がいらっしゃるということで、専用の窓口をオープンさせていただい

ております。 

 きょうは後見センターのパンフレットとほかに、もう一つ「後見センター通信」と

いうパンフレットも入れております。これは市民後見人さんや我々でやっている相談

の利用の仕方を少し具体的に手づくりでつくらせてもらったパンフレットになってお

ります。これを合わせてごらんいただきながら、市民後見人さんの活動というのを少

しご紹介させていただきます。 

 実は皆さんのご存じのとおり、成年後見制度の利用というのが年々増加しておりま

して、当初は財産のある方が使う制度のような使われ方をしていたんですが、今では

銀行の金融機関の手続とか老人ホームの入所手続とかいろんな手続の段階で後見人さ

んでないと先に進まないという状況もふえてきておりまして、財産の大きい少ないに
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かかわらず後見制度のご利用者というのはふえております。  

 平成２４年の統計では初めて後見人さんのなり手がご親族さんよりご親族さんじゃ

ない専門職や市民後見などの方でふえてきたということで、非常になり手が多様化し

ている状況でございます。  

 そこで神戸市では、市民の方に一定研修をお受けいただいてセンターのバックアッ

プのもと、後見人として活動していただくという取り組みをしていまして、現在で１

期生から３期生までの方を養成して登録しているところです。  

 ちょっと今お話があって気になったことがあったんですが、実は神戸市の市民後見

人さんは任意後見を対象にはせず、法定後見のほうで支援をさせていただいていると

ころです。これまで６４人の方が今ご登録いただいてるんですが、３４人の方が既に

後見人として今まで選ばれていらっしゃいます。また、ここのパンフレットの中にも

ありますとおり神戸市では９区の区役所がございまして、こちらが市民の方にとって

身近な場所なんですが、そこで成年後見のことをふと聞きたいと思っても聞ける窓口

が今のところ常設ではございませんので、市民後見人の方が相談員として月２回、ま

たは１回、成年後見制度利用のための相談室というボランティアで相談活動というの

もしていただいてます。いきなり専門職の人に制度も用語もわからないままに相談に

行くのはちょっと気おくれすると、緊張するという方が意外と多くいらっしゃいます

ので、まずそもそも制度は何かとか一体用紙はどこでもらったらいいのかとかゆっく

り身の上話を聞いてほしいとかそういうご相談は最寄りの区役所で、ここで東灘、垂

水、西と書いてありますが、現在ではこれに加えて長田区、４月からは中央区の区役

所でも開始させてもらいます。「広報こうべ」に相談の日程がよく出ていますので、

そういうのもご案内いただきたいと思います。 

 また当然、後見センターというのが中央区にございますので、電話やご来所で来て

いただきたいと思いますし、火曜日には予約制できょう出ていただいてるような弁護

士会から弁護士の先生、司法書士会から司法書士の先生、そして社会福祉士会からは
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社会福祉の先生にご相談をお受けしてもらうというような形もとっております。ご本

人お連れするのがとっても大変なんだと、頑固でそんなこと絶対動いてくれないとい

う場合は支援されてる皆様やご家族の方がかわりに相談に来て、それこそこれからの

進め方にちょっと知恵を入れておくとかいうような使い方でも十分結構でございます。  

 きょう実は会場にも市民後見人の方来ていただいてます。これからはいろんな方が

後見を必要とされてきますので、やっぱり市民の方がまたこの担当できる事案という

のも多く含まれてきます。我々はそのような方々に対して市民後見人さんの活動の応

援をさせていただきながら活動を広げていきたいと思います。  

 きょうのご参加者の中には法律関係の方々や福祉医療関係、または市民の皆様、い

ろんな方が来ていただいてますが、それぞれの活動の職域の役割の理解と緩やかなネ

ットワークというのをぜひつくっていって、うまく連携することでご本人さんの支援

の質というのを上げていきたいと思いますので、ぜひこの神戸市の市民後見人さんの

取り組みというのにも注目していただきたいと思います。  

 余り詳しく話できませんので、市民後見人の活動に対してご質問のある場合は後見

センターに問い合わせいただきたいと思います。どうもありがとうございました。  

○司会 

 そうしましたら以上の情報提供をもちまして、本日のプログラム全て終了いたしま

した。若干時間を過ぎておりまして、申しわけございませんでした。  

以上をもちまして「成年後見制度の可能性と課題」シンポジウムを終わらせてい

ただきたいと思います。 

 最初にお願いいたしましたけれども、アンケートのほうにぜひご記入をいただけれ

ばと思います。本日の評価、それから今後こういうふうな内容のことをしていただい

たらありがたいなというようなこと、思われることをいろいろお書きいただきまして

机の上に伏せていただいてそのままお帰りいただきたいと思います。  

 本日は、どうもありがとうございました。お疲れさまでした。  


